


＊「インクルーシブ教育」とは…障害のある人と障害のない人が共に学ぶ仕組みのことです。

2008年発効の「障害者権利条約」（日本の批准は2014年）では、インクルーシブ教育の目的として

「人間の多様性の尊重等の強化」と「障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達

させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とする」ことが掲げられています。

インクルーシブ教育が浸透することで、社会にとっても創造性・革新性・問題発見力などが向上され

ると考えられています。



■釜江常好東大名誉教授作成の

『触覚本マンガ塙保己一』

については、戸谷八商店ＨＰにて、

より詳細に紹介中です。

（QRコードを読み取ってください→）
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